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新型インフルエンザの症状
新型インフルエンザ感染患者等との接触歴のあ
るもので次のいずれかの症状を呈する者
１ ３８℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある
２ 原因不明の肺炎もしくは原因不明の死亡例

感染が疑われる場合には
★伝播地域での海外留学等
の状況把握
★全身状態の監察
高熱 咳
咳以外の呼吸器症状

★学校医等への連絡・相談

予防のために

★児童生徒の健康状態
の把握
（健康観察の徹底）
★保健指導
★正しい情報の提供

学 校 医

連携･相談≪24時間対応≫
・流行地域の問合わせ
・判断指示を受ける

保
健
所

医療機関
（かかりつけの医師）

児童生徒が新型インフルエンザに感染した場合（もしくは感染の疑いがある場合）

★学校は出席停止の措置を講じることができる。（第１種の感染症）

★関係機関へ連絡 ＜※ただちに電話連絡＞

★その後、報告書（インフルエンザ報告書式に準ずる）提出

（県立学校の場合） （鳥取大学附属学校の場合）

学校

（市町村立学校の場合）

スポーツ健康教育課 スポーツ健康教育課特別支援教育課
高 等 学 校 課

所轄の保健所

学校
附属学校部

鳥 取 大 学

所轄の保健所

学校 市町村（学校組合）教育委員会

教 育 局

所轄の保健所

小中学校課 スポーツ健康教育課

＜臨時休業の流れ＞

＜出席停止の流れ＞

上記＜臨時休業の流れ＞中の※の箇所については、
学校欠席者情報システムへ入力により、報告書の提
出に代えることができる。

※

※

学校欠席者情報システムへの入力により、
報告書の提出は不要。

（県立学校の場合） （市町村立学校及び鳥取大学附属学校の場合）


